
 

 

さいたま市桜区選挙管理委員会告示第１７号 

令和７年５月２５日執行のさいたま市長選挙における投票所の場所を公職選挙法第３９条の規定に

基づき、次のとおり指定した。 

令和７年５月１１日 

さいたま桜区選挙管理委員会委員長 島﨑 豊   

 

指定する場所 別紙のとおり 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

投 票 区 投  票  所 

桜区第 １投票区 白 鍬 保 育 園 

桜区第 ２投票区 大 久 保 中 学 校 

桜区第 ３投票区 神 田 小 学 校 

桜区第 ４投票区 上 大 久 保 中 学 校 

桜区第 ５投票区 上 大 久 保 保 育 園 

桜区第 ６投票区 大 久 保 東 小 学 校 

桜区第 ７投票区 浦 和 西 体 育 館 

桜区第 ８投票区 栄 和 公 民 館 

桜区第 ９投票区 栄 和 小 学 校 

桜区第１０投票区 中 島 小 学 校 

桜区第１１投票区 土 合 中 学 校 

桜区第１２投票区 土 合 小 学 校 

桜区第１３投票区 桜 区 役 所 

桜区第１４投票区 新 開 小 学 校 

桜区第１５投票区 土 合 公 民 館 

桜区第１６投票区 田 島 公 民 館 

桜区第１７投票区 田 島 保 育 園 

桜区第１８投票区 田 島 小 学 校 

 


